
大阪市立瓜破西中学校生活指導部 

 

学校生活のきまりについて 

 

Ⅰ．登下校について 

・予鈴８：２５までに登校する。（集会の場合は整列を完了しておく。） 

 ※全校集会…月曜日  学年集会…水曜日（３年生）・木曜日（２年生）・金曜日（１年生） 

・自転車通学は禁止。 

・買い食いなどは禁止。寄り道をしない。 

・欠席・遅刻・早退する場合は、当日の朝８：２５までに保護者の方からミマモルメか電話連絡をしてもらう。 

・８時３０分より遅刻してきた場合は、職員室に立ち寄り、担任（不在の場合は学年の先生）に遅刻の旨を伝え、「遅刻届け出用紙」を受け取る。 

そして、授業担当の先生に用紙を渡す。 

・早退する場合は、担任（不在の場合は学年の先生）から家庭に連絡を取ってもらい、必ず許可をもらってから早退する。 

帰宅後は「無事に着きました」と中学校に必ず連絡を入れる。 

・特別な用事がない限り、終学活後、速やかに下校する。 

 

Ⅱ．服装について 

・服装は学校指定の標準服を着用すること。中には白のカッターシャツ(3年)、ポロシャツ(1，2年)を着用しズボン、スカートの中に入れる。 

・カッターシャツ(3年)、ポロシャツ(1，2年)のみの着用も認める。 

・すべてのボタンをとめる。 

・カッターシャツ(3年)、ポロシャツ(1，2年)の下は白シャツのみ着用可。色つきシャツ・バックプリント、模様入りは不可。 

・スカート丈は、膝が隠れる程度とする。 

・ズボンを極端に低い位置ではかない。 

・ベルトはズボン着用時は必ずつける。 

※黒、紺、茶のみとする。飾り付きやメッシュ、派手なものは不可。 

・名札は必ずつける。もしも紛失した場合は、購買部で購入する。 

・靴下は白色、黒色、紺色、灰色の単色のみとする。 

※ワンポイント、足裏汚れ防止用ソックスは可 

※ライン入り、くるぶしが出るもの、ルーズソックスは不可 

・靴は、白を基調とする運動靴。 

※ひも付きの靴の場合は白色のひもとする。 

※マジックテープのものも可。 

※ハイカットの靴など運動に不向きな靴は不可。 

・防寒着を着用する場合は、標準服の下に隠れるサイズで、無地の白、紺、黒、茶などの派手でない色のものにする。(※１、2年生は黒や紺色 

のみ)また、フードつきやハイネック型でないもの。 

・スカートの下に、黒またはうすだいだい色のタイツを着用してもよい。 

・防寒具として、登校中のマフラー、手袋は着用してもかまわない。派手な色、柄は避ける。校内に入れば速やかにはずす。 

・学校指定の防寒用ウインドブレーカーの着用をすることができる。 

・指輪、ミサンガ、ネックレス、ピアス、イヤリング等の装飾品は禁止。 

 

Ⅲ．頭髪 

・清潔な髪型を心がける。 

・ラインを入れる、ソフトモヒカン、アシンメトリーなどは禁止 

・社会通念上、奇抜とされる頭髪にはしないようにする。 

・前髪は目にかからないように整える。 

・ワックス等の整髪料、パーマ、脱色・毛染め、エクステは禁止。 

・肩までの長さになればゴム（黒・紺・茶色）でくくる。 

  ⇒上向きや横にくくったりしない。 

  ⇒ヘアピンは黒のアメリカピンのみ可。飾りピン（パッチンピンを含む）は使用禁止。編み込みも不可。 

 

 

 



Ⅳ．所持品 

・通学カバンは学校指定のものを使用する。 

 ※特別な指示がない限りは正カバンを使用する。 

 ※荷物が多い場合は正カバン、サブバック(3年生)を優先的に使用し、どうしても入らない場合のみほかのバックを使用する。 

※紙袋等を補助バッグ代わりに使用しない。 

 ※カバンに色を塗ったり、落書きをしたりしない。 

・生徒手帳は常に携帯する。もしも紛失した場合は、申し出る。 

・学校生活に不必要なものは持ってこない。 

※ゲーム・時計・スマホ・携帯電話・マンガ・お菓子・トランプ等、学校に不要な物は禁止。 

※上記の物を見つけた場合は、学校でいったん没収し、保護者に引き取りに来てもらう。 

・持参してもよい水分はお茶、水、スポーツドリンクとする。 

 

Ⅴ．授業について 

・教科書、ノート、問題集など自分の持ち物については、必ず名前を書く。 

・机に落書きや傷などをつけたりしない。もし、天板を交換しなければならないほどに傷つけた場合は弁償となる。 

・授業の始まりのチャイムで授業が開始できるように、時間に余裕をもって着席する。 

・休み時間のうちに、次の授業の準備を行う。移動教室の場合は、休み時間のうちに移動を完了させる。 

・授業中は、私語は厳禁。授業担当の先生の指示に従って学習活動を行い、自分の学力を高める時間とする。 

・忘れ物がないように、前日に時間割を合わせる習慣をつける。 

 

Ⅵ．その他 

・化粧やアイプチ、カラーコンタクト、付けまつげ、まつげパーマ、色付きのリップクリーム、マニキュア、ネイルチップなどは禁止。 

・教科担任から許可された物以外は、必ず家に持って帰る。 

・お金や物の貸し借りをしない。 

・お金など、貴重品は持ってこない。 

※持ってくることがあれば、登校時に必ず担任に預ける。 

 

ここに記載のないことでも、学校に必要がないことや、物を持ってくることは禁止です。 

判断に迷う場合は、勝手な判断はせずに先生に確認をするようにしましょう。 

 


